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 地方法務局長 殿 

 

 

法務省民事局長    

                                             （公印省略）     

 

 

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ

いて（住所等変更登記の義務化関係）（通達） 

民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号。以下「改正法」とい

う。）の施行に伴う不動産登記事務の取扱い（氏名若しくは名称又は住所（以

下「住所等」という。）変更登記の義務化関係。令和８年４月１日施行）につ

いては、下記の点に留意するよう、貴管下登記官に周知方お取り計らい願いま

す。 

なお、職権による所有権の登記名義人の住所等の変更の登記に関する不動産

登記事務の取扱いについては、別に通達します。 

おって、本通達中、「改正不登法」とあるのは改正法により令和８年４月１

日に施行される改正後の不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）をいいま

す。 

記 

第１ 本通達の趣旨 

本通達は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者

不明土地の発生を予防するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利

の承継の一層の円滑化を図るための民事基本法制の見直しを内容とする改正

法の施行に伴い、不動産登記事務の取扱い（令和８年４月１日から施行され

る住所等変更登記の義務化関係。ただし、職権による所有権の登記名義人の

住所等の変更の登記に関する取扱いを除く。）において留意すべき事項を明

らかにしたものである。 
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第２ 住所等変更登記の義務 

１ 義務の内容 

所有権の登記名義人は、当該所有権の登記名義人の住所等について変更

があったときは、その変更があった日から２年以内に、住所等変更登記を

申請しなければならないこととされた（改正不登法第７６条の５）。 

２ 過料 

改正不登法第７６条の５の規定による申請をすべき義務がある者が正当

な理由がないのにその申請を怠ったときは、５万円以下の過料に処するこ

ととされた（改正不登法第１６４条第２項）。 

３ 経過措置 

改正不登法第７６条の５の規定は、その施行日（令和８年４月１日）前

に所有権の登記名義人について住所等の変更があった場合についても適用

することとされた。 

この場合において、当該施行日より前に所有権の登記名義人について住

所等の変更があったときは、当該住所等の変更があった日又は当該施行日

のいずれか遅い日から２年以内に、その住所等変更登記を申請しなければ

ならないこととされた（改正法附則第５条第７項）。 

 

第３ 過料事件の手続 

１ 裁判所への通知（過料通知） 

(1) 登記官は、改正不登法第７６条の５の規定による申請をすべき義務に

違反して改正不登法第１６４条第２項の規定により過料に処されるべき

者があることを職務上知ったときは、この申請義務に違反した者に対し

相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告（以下「申請の催告」と

いう。）し、それにもかかわらず、その期間内にその申請がされないと

きに限り、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知（以下「過料通

知」という。）しなければならないこととされた（不動産登記規則の一

部を改正する省令（令和７年法務省令第５３号）による改正後の不動産

登記規則（平成１７年法務省令第１８号）第１８７条第１号）。 

(2) 申請の催告は、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者にお

いて引受け及び配達の記録を行う方法（申請義務に違反した者が外国に

住所を有する場合にあっては、これに準ずる方法を含む。）により別記
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第１号様式の催告書を送付してするものとし、当該催告において定めた

期限内に登記の申請がされた場合又は当該催告の後に「正当な理由」が

ある旨の申告がされ、登記官において後記３のとおり確認した結果、「正

当な理由」があると認めた場合には、過料通知を行わない。 

(3) 過料通知は、別記第２号様式の通知書に関係書類を添えて行うものと

し、過料通知をした場合には、不動産登記事務取扱手続準則（平成１７

年２月２５日付け法務省民二第４５６号当職通達）第１１７条の規定に

基づき、各種通知簿（同準則第１８条第６号）に所定の事項を記載する

ものとする。 

２ 登記官が申請の催告を行う端緒 

登記官は、次に掲げるいずれかの事由を端緒として、改正不登法第７６

条の５の規定による申請をすべき義務に違反したと認められる者があるこ

とを職務上知ったときに限り、申請の催告を行うものとする。 

① 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請をした場合において、

申請情報の内容である所有権の登記名義人の住所等が登記記録と合致し

ていなかったとき 

② 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の９の規定によ

り機構保存本人確認情報の提供を求めた結果、住所等に変更があったと

認められた所有権の登記名義人が、職権による住所等変更登記をするこ

とについての意思確認のための通知を受領したが、当該登記を拒否し、

又は期限までに回答をしなかったとき 

３ 登記官による正当な理由の確認 

前記第２の２の「正当な理由」の有無についての判断は、前記１(2)の催

告書において、「正当な理由」がある場合にはその具体的な事情を申告す

るよう求めた上で、当該申告内容その他一切の事情を総合的に考慮して行

うものとする。 

なお、住所等変更登記の義務の履行期間内において、次の①から⑤まで

のような事情が認められる場合には、それをもって一般に「正当な理由」

があると認められる。もっとも、これらに該当しない場合においても、個

別の事案における具体的な事情に応じ、申請をしないことについて理由が

あり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると

認めて差し支えない。 

① 不動産登記規則第１５８条の３９第１項及び第１５８条の４０第１項
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の規定による検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされている

が、登記官の職権による住所等変更登記がされていない場合 

② 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場

合 

③ 住所等変更登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情が

ある場合 

④ 住所等変更登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号）第１条第２項に規定

する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶ

おそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合 

⑤ 住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記

の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合 


